
中村小学校 いじめ防止基本方針 

１ いじめ防止基本理念  

（１）いじめ防止等の対策に関する基本理念 

 いじめは，いじめを受けた子どもたちの教育を受ける権利を著しく侵害し，その心身の健

全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず，その生命又は身体に重大な危険

を生じさせるおそれがあるものである。 

  近年，いじめによる重大な事案が発生し，大きな社会問題となっている。それだけでなく，

いじめがきっかけで心を痛めている子どもたちも少なくない。 

 このようないじめは，大人社会の暴力，体罰，児童虐待，パワーハラスメントやセクシュア

ルハラスメントなどといったものと同様の社会問題であり，他人の弱みを笑いものにしたり，

暴力を肯定していると受け取られるような行為を許容したり，異質な他者を差別したりとい

った大人の振る舞いが，子どもに影響を与えるという指摘もある。 

学校は，保護者，地域住民，関係機関と連携を図り，学校全体でいじめの防止・早期発見

に取り組むとともに，いじめの事実を確認したときは，適切かつ迅速に対応する責務を有す

る。 

  一人でも多くの子どもをいじめから救うためには，子どもの模範となるべき大人一人一人

が，互いを認め合い，自分の大切さとともに他の人の大切さを認めることができるような人

権感覚を育むと同時に，子どもの心に寄り添いつつも，「いじめはいかなる理由があろうと

も許されない」，「いじめは卑怯な行為である」という認識と「いじめはどの子どもにも，ど

の学校でも，起こりうる」という意識をもち，本校児童の一人一人が，明るく楽しい学校生

活を送ることができるよう，いじめ問題の克服に向けて，「四万十市立中村小学校いじめ防

止基本方針」を策定するものである。 

 

（２） いじめの定義（「いじめ防止対策推進法」第2 条） 

 

 

 

 

 

 

個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は，表面的・形式的にすることなく，い

じめられた児童の立場に立つことが必要である。  

   この際，いじめには，多様な態様があることに鑑み，法の対象となるいじめに該当す

るか否かを判断するに当たり，「心身の苦痛を感じているもの」との要件が限定して解

釈されることのないよう努めることが必要である。例えばいじめられていても，本人が

それを否定する場合が多々あることを踏まえ，当該児童の表情や様子をきめ細かく観察

するなどして確認する必要がある。 

なお，いじめの認知は，特定の教職員のみによることなく，法第 22条の「学校にお 

けるいじめの防止等の対策のための組織」（以下「学校いじめ対策組織」という。）を活

用して組織的に行う。 

（定義）  

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する

学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）

であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

 



   また，「物理的な影響」とは，身体的な影響のほか，金品をたかられたり，隠されたり，

嫌なことを無理矢理させられたりすることなどを意味する。 

けんかやふざけ合いであっても，見えない所で被害が発生している場合もあるため，背

景にある事情の調査を行い，児童の感じる被害性に着目し，いじめに該当するか否かを判

断するものとする。 

なお，例えばインターネット上で悪口を書かれた児童がいたが，当該児童がそのことを

知らずにいるような場合など，行為の対象となる児童本人が心身の苦痛を感じるに至って

いないケースについても，加害行為を行った児童に対する指導等については法の趣旨を踏

まえた適切な対応が必要である。  

   加えて，いじめられた児童の立場に立って，いじめに当たると判断した場合にも，そ

の全てが厳しい指導を要する場合であるとは限らない。例えば，好意から行った行為が

意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったような場合，軽い言葉で相

手を傷つけたが，すぐに加害者が謝罪し教員の指導によらずして良好な関係を再び築く

ことができた場合等においては，学校は，「いじめ」という言葉を使わず指導するなど，

柔軟な対応による対処も可能である。ただし，これらの場合であっても，法が定義する

いじめに該当するため，事案を学校いじめ対策組織で情報共有することは必要となる。 

   「いじめ」の中には，犯罪行為として取り扱われるべきと認められ，早期に警察に相談

することが重要なものや，児童の生命，身体又は財産に重大な被害が生じるような，直ち

に警察に通報することが必要なものが含まれる。これらについては，教育的な配慮や被害

者の意向への配慮のうえで，早期に警察に相談・通報の上，警察と連携した対応を取るこ

とが必要である。 

 

（３）いじめの理解，取組の視点 

いじめの問題への対応については，何よりも被害を訴えてきた子どもや，勇気をもって

いじめを知らせてくれた子どもを，しっかり守り通す姿勢を大人が示さなければならない。 

また，いじめの疑いがあるものも含めて，しっかりとした対応をしなければならない。

その際，事実関係等を把握することが必要となるが，大切なのは，いじめの定義やいじめ

か否かにことさらにとらわれるのではなく，傷ついている子どもの気持ちに寄り添った支

援を行うことである。 

そして，子どもは人と触れ合うことで，様々なことを学び取り感じ取り，成長していく

ものであるという社会性の育成の観点で考えたとき，子どもたちがいじめの加害者や被害

者になることを恐れて，人と触れ合うことに萎縮したり，躊躇したりするようなことは決

してあってはならない。だからこそ，関係者はいじめの未然防止・対応・再発防止のいず

れの段階においても，そのことを常に意識し子どもたちを見守り支えていくことが重要で

ある。 

 

 （４）いじめの防止 

いじめは，どの子どもにも起こりうることを踏まえ，より根本的ないじめの問題の克

服のためには，すべての児童を対象としたいじめの未然防止の観点が重要であり，児童

をいじめに向かわせることなく心の通う対人関係を構築できる社会性のある大人へと育

み，いじめを生まない土壌をつくるために，関係者が一体となった継続的な取組が必要



である。 

学校は，教育活動全体を通じてすべての児童に「いじめは決して許されない」ことの

理解を促し，児童の豊かな情操や道徳心，自分の存在と他人の存在を等しく認め，お互

いの人格を尊重し合える態度等，心の通う人間関係を構築する能力の素地を養うことが

必要である。また，いじめの背景にあるストレス等の要因に着目し，その改善を図り，

ストレスに適切に対処できる力を育む観点が必要である。加えて，すべての児童が安心

でき，自己有用感や充実感を感じられる学校生活づくりも未然防止の観点から重要であ

る。 

 

（５）いじめの早期発見 

   いじめは周囲から把握されにくい時間や場所で行われたり，遊びやふざけあいを装っ

て行われたりするなど，大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることを認識し，

教職員はいじめの早期発見のために，いかなる兆候であっても，いじめではないかとの視

点をもって，早い段階から的確に関わりをもち，いじめを隠したり軽視したりすることな

く，いじめを積極的に認知して，解消に向けた取組につなげていくようにする。 

このため，定期的なアンケート調査や教育相談の実施，電話相談窓口の周知等により，

児童がいじめを訴えやすい体制を整えることが必要である。 

また，子どもたちは，地域社会の中で生活していることから，地域住民が子どもたち

一人一人をしっかりと見守り，子どもたちの様子で気になることがあればすぐに連絡で

きるような学校との連携体制を整備することも必要である。 

 

（６）いじめへの対処 

いじめがあることが確認された場合，学校は直ちに，いじめを受けた児童やいじめを

知らせてきた児童の安全を確保し，いじめたとされる児童に対して事情を確認したうえ

で適切に指導するなど，組織的な対応を行うことが必要である。 

このため，教職員は平素より，いじめを認知した場合の対処の在り方について，理解

を深めておくことが必要であり，また，学校における組織的な対応を可能とするような

体制整備が必要である。 

 

（７）家庭・地域との連携 

  社会全体で児童を見守り，健やかな成長を促すため，学校関係者と地域，家庭との連携が

必要である。そこで，PTA役員会やいじめ問題対策連絡協議会，学校支援地域本部協議会な

どを活用し，いじめの問題や生徒指導上の諸問題について協議し，いじめの問題について地

域，家庭と連携した対策を推進する。また，より多くの大人が子供の悩みや相談を受け止め

ることができるようにするため，学校と地域，家庭が組織的に連携・協働する体制を構築す

る。 

 

（８）関係機関との連携 

いじめの問題への対応において，いじめる側の児童に対して必要な教育上の指導を行って

いるにもかかわらず，その指導により十分な効果を上げることが困難な場合などには，警察，

児童相談所，医療機関，法務局等の人権擁護機関等との適切な連携が必要である。そのため



警察，児童相談所，法務局等の人権擁護機関等との適切な連携を図るため，平素から，学校

や学校の設置者と関係機関の担当者の窓口交換や連絡会議の開催など，情報共有体制を構築

しておくことが必要である。 

また，教育相談の実施に当たり必要に応じて，医療機関などの専門機関との連携を図ったり，

法務局など，学校以外の相談窓口についても児童へ適切に周知したりするなど，学校や学校

の設置者が，関係機関による取組と連携することも重要である。 

 

２ 学校いじめ対策組織の設置  

「いじめ防止対策推進法第２２条」に基づき，いじめ防止等の対策のための組織として次の

通り設置し対応する。【別紙１】 

 

 

 

 

 

（１）いじめ緊急対応委員会 

  ①目的：いじめを早期に解決するために、初期対応の中核的な役割 

  ②構成員：校長、教頭、生徒指導担当、該当教員、養護教諭、児童支援担当 

③主な活動：ア いじめの第一報を受けて校長が召集 

イ 事実確認の仕方等対応方針の決定 

ウ 関係機関との連携検討等 

 

（２）中村小学校いじめ防止対策委員会 

  ①目的：学校が組織的にいじめの問題に取り組むに当たって中核となる役割 

  ②構成員：校長 教頭 生徒指導担当 養護教諭 児童支援担当 ＳＣ ＳＳＷ  

教育研究所所長 主任児童委員 民生委員 中村警察署生活安全係 

該当教職員等 

 

③主な活動：ア いじめに関する相談・通報の窓口 

        イ いじめの把握・調査（事実関係の聴取）         

ウ 指導方針等の決定 

エ いじめ対策に関わる年間計画の検討 

オ いじめに関する校内研修等企画検討 

        カ 重大事態の対応 

        キ いじめに係る取組の評価検討 

 

３ 学校における取組  

（１）いじめの防止のための取組 【別紙２：年間計画】 

①自尊感情や豊かな感性を育む教育の推進 

   児童の自尊感情や社会性，規範意識，思いやり等の豊かな心を育むとともに，児童がい

じめの問題を自分のこととして捉え，考え，議論することにより，いじめに正面から向き

合うことができるよう，学校間連携，家庭・地域と連携した道徳教育を推進する。 

（学校におけるいじめの防止等の対策のための組織） 

第２２条 学校は，当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うた

め，当該学校の複数の教職員，心理，福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の

関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。 



 ②情報モラル教育の充実 

   インターネット上のいじめは，外部から見えにくい・匿名性が高いなどの性質を有する 

ため児童が行動に移しやすい一方で，一度インターネット上で拡散してしまったいじめに 

係る画像，動画等の情報を消去することは極めて困難であること，一つの行為がいじめの 

被害者にとどまらず学校，家庭及び地域社会に多大な被害を与える可能性があることなど， 

深刻な影響を及ぼすものである。また，インターネット上のいじめは，刑法上の名誉棄損 

罪や侮辱罪，民事上の損害賠償請求の対象となり得る。このようなインターネット上のい 

じめの特質等を踏まえ，児童に対して，インターネット上のいじめが重大な人権侵害に当 

たり，被害者等に深刻な傷を与えかねない行為であることを理解させる取組を行うととも 

に，インターネット上のいじめを防止し，かつ効果的に対処ができるよう，児童生徒に対 

する情報モラル教育の充実を図る。 

 ③児童の主体的な活動の推進 

   いじめを生じさせない，許さない学校づくりを推進するために，道徳科の授業はもとよ 

り，学級活動，児童会活動等の特別活動において，児童が自らいじめの問題について考え， 

議論する活動を推進する。また，いじめやインターネットの問題の解決に向けて，児童会 

による実践交流や協議等を行うなど，児童会活動の活性化を図る。さらに，インターネッ 

トの適正利用に関するルールづくりが推進されるよう，インターネット問題の解決に向け 

た児童の主体的な活動を推進する。 

 ④校内研修の実施の促進 

年に複数回，全ての教職員がいじめ防止対策推進法の内容を理解するとともに，いじめ 

に対する個々の教職員の認知力・対応力の向上や，学校として組織的な対応を図るための 

校内研修を実施する。また，いじめの態様に応じた適切な対処ができるよう，心理や福祉 

の専門家であるスクールカウンセラー，スクールソーシャルワーカー等を活用した教職員 

のカウンセリング能力等の向上に向けた校内研修を実施する。 

（２）いじめ早期発見の取組 

①いじめの実態把握 

  「学校生活アンケート」（年間２回），ＱＵアンケート（年２回）による調査を実施する 

とともに，個別面談，日記や家庭訪問などの取組を組み合わせて，いじめの認知に努める。 

②児童の変化等に気づいた情報について，確実に共有するとともに，速やかに対応する。 

③気になる変化が見られた，遊びやふざけのようにも見えるものの気になる行為があった等 

の場合，たとえば５Ｗ１Ｈ（いつ，どこで，誰が，誰と，何を，どのように）を付箋紙等 

に簡単にメモし，職員がいつでも共有できるようにしておく。 

④児童や保護者に「24時間相談ダイヤル」等の相談機関の周知をする。 

 

（３）いじめに対する具体的対応，措置    

①学校いじめ防止基本方針に基づく対応を徹底することにより，教職員がいじめを抱え込 

まず，かつ，学校のいじめへの対応が個々の教職員による対応ではなく組織として一貫 

した対応としていく。 

 ②いじめの発生時における学校の対応をあらかじめ示すことで，児童及びその保護者に対し， 

児童が学校生活を送る上での安心感を与えるとともに，いじめの加害行為の抑止につなげ 

る。 



 ③教職員等がいじめを発見し，又は相談を受けた場合には，速やかに，いじめ緊急対応委員 

会またはいじめ防止等対策委員会に報告し，学校の組織的な対応につなげなければならな 

い。なお，その業務は，他の業務に優先して行う必要があり，即日，当該情報を速やかに 

報告することとする。 

 ④いじめが解消している状態の要件 

  いじめが「解消している」状態とは，少なくとも次の２つの要件が満たされている必要が 

ある。ただし，これらの要件が満たされている場合であっても，必要に応じ，他の事情も 

勘案して判断するものとする。 

ア いじめに係る行為が止んでいること 

    被害者に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行わ

れるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続していること。この相当の期間

とは少なくとも３か月を目安とする。ただし，いじめの被害の重大性等からさらに長期

の期間が必要であると判断される場合は，この目安にかかわらず，学校の設置者又は学

校いじめ対策組織の判断により，より長期の期間を設定するものとする。学校の教職員

は，相当の期間が経過するまでは，被害・加害児童の様子を含め状況を注視し，期間が

経過した段階で判断を行う。行為が止んでいない場合は，改めて，相当の期間を設定し

て状況を注視する。 

イ 被害児童が心身の苦痛を感じていないこと 

    いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において，被害児童がいじめ

の行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被害児童本人及びその保護

者に対し，心身の苦痛を感じていないかどうかを面談等により確認する。 

   学校は，いじめが解消に至っていない段階では，被害児童を守り通し，その安全・安心

を確保する責任を有する。学校いじめ対策組織においては，いじめが解消に至るまで被

害児童の支援を継続するため，支援内容，情報共有，教職員の役割分担を含む対処プラ

ンを策定し，確実に実行する。 

    上記のいじめが「解消している」状態とは，あくまで，一つの段階に過ぎず，いじめ

が「解消している」状態に至った場合でも，いじめが再発する可能性が十分にあり得る

ことを踏まえ，学校の教職員は，当該いじめの被害児童及び加害児童については，日常

的に注意深く観察する必要がある。 

    さらに，必要に応じ，被害児童の心的外傷ストレス（PTSD）等のいじめによる後遺症

へのケアを行う。 

 

（４）教育相談体制 

①定期的なアンケート調査や定期的な教育相談の実施等により，いじめの実態把握に取り組 

むとともに，児童が日頃からいじめを訴えやすい雰囲気をつくる。 

 ②校内支援会の充実などチーム学校による組織的な校内支援体制を確立する。 

 

（５）児童が主体となる取組 

 ①各学級で「みんなが楽しい学級・学校にするためには，どうすればよいのか」等につい 

て話し合い，学級・学校全体で取り組む。 

②児童会が中心となり，「いじめ撲滅宣言」や「いじめ０キャンペーン活動」を展開する。 



 

（６）地域や家庭との連携 

①児童のインターネット等の利用について，保護者に対する啓発活動を行い，インターネ 

ット等の適正利用に関する家庭でのルールづくりを推進する。 

②学校支援地域本部等，学校・家庭・地域の連携・協働により，子どもたちの居場所づく

りや地域ぐるみで子どもたちの育ちを支援する体制づくりを行い，子どもの自尊感情や

規範意識を育む活動を推進する。また，民生委員・児童委員や主任児童委員が参画し，

厳しい環境に置かれている子どもを学校と地域が連携して見守る体制を構築していく取

組を進める。 

③学校いじめ防止基本方針について，学校のホームページへ掲載するなどの方法により，保 

護者や地域住民が学校いじめ防止基本方針の内容を容易に確認できるようにすると共に， 

その内容を，必ず入学式・各学年の開始時に児童，保護者，関係機関等に説明を行うこと 

とする。 

（７）関係機関との連携 

①学校行事や学級での出来事などについて，学級・学校通信等で情報発信する。 

 ②ＰＴＡや地域の関係団体と連携し，いじめ問題の背景となっている子どもを取り巻く諸問 

題や，子どものサインに気づく方法等に関する研修等を行う。 

③学校支援地域本部の連絡協議会等とともに，学校のいじめ問題の取組について検証する。 

（８）重大事態への対応  【別紙３】 

重大事態が発生した場合には，「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」（平 

成２９年３月文部科学省）を参考として，適切に対処することとする。 

（１）重大事態の発生と調査 

学校は、「重大事態」に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す

るため、速やかに、重大事態対策委員会を設け、質問票の使用その他の適切な方法によ

り、当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。 

調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童及びその保護者に対し、当

該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供する。 

①重大事態の報告 

学校は、重大事態が発生した場合には、直ちに市教育委員会に報告し、その事案の調

査を行う主体の判断を仰ぐ。 

②調査の趣旨等 

重大事態の調査は、重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資する

ために行う。 

重大事態への対処に当たっては、いじめを受けた児童やその保護者からの申立てがあ

ったときは、適切かつ真摯に対応する。 

③調査を行うための組織について 

重大事態であると判断したときは、当該重大事態に係る調査を行うため、速やかに、

重大事態対策委員会（仮称）を設ける。 

この組織の構成については、弁護士や精神科医、学識経験者、心理や福祉の専門家等

の専門的知識及び経験を有する者であって、当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係

又は特別の利害関係を有しない者（第三者）に参加を図ることにより、当該調査の公平



性・中立性を確保するよう努める。 

④事実関係を明確にするための調査の実施 

調査は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ（いつ頃から）、誰から行

われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情や児童の人間関係にどのよ

うな問題があったか、学校・教職員がどのように対応したかなどの事実関係を、可能な

限り網羅的に明確にする。 

 

 ４ 取組の評価等  

（１）学校いじめ防止基本方針に基づく取組（いじめが起きにくい・いじめを許さない環境づ

くり，早期発見・事案対処のマニュアルの実行，定期的・必要に応じたアンケート，個

人面談・保護者面談の実施，校内研修の実施等）の実施状況を学校評価の評価項目に位

置づける。 

（２）毎年，いじめ問題への取組の実施状況について達成状況を評価するとともに，学校い 

じめ防止基本方針の見直しを行う。 

 

平成２５年３月２３日  施行 

平成２９年５月８日 一部改正 

平成３０年４月１日 一部改正 

 

 


